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「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定 

～官民一体となって建設業の働き方改革を加速～ 

 
 

 

 

 

 

１．プログラム策定の趣旨 
 

日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね１０年後に団塊世代の

大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況です。建設業は全産業平均と比較

して年間 300時間以上の長時間労働となっており、他産業では一般的となっている週休２日も十

分に確保されておらず、給与についても建設業者全体で上昇傾向にありますが、生産労働者につ

いては、製造業と比べて低い水準にあります。将来の担い手を確保し、災害対応やインフラ整備・

メンテナンス等の役割を今後も果たし続けていくためにも、建設業の働き方改革を一段と強化し

ていく必要があります。 【別紙Ｐ．６参照】 

政府では、昨年３月の「働き方改革実行計画」を踏まえ、これまで、関係省庁連絡会議の設置

や「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定など建設業の働き方改革に向けた取組を進

めてきたところです。また、建設業団体においても、働き方改革４点セット（週休２日実現行動

計画等）の策定など業界を挙げた取組が進展しています。 

国土交通省では、この流れを止めることなくさらに加速させるため、今般「建設業働き方改革

加速化プログラム」を策定しました。今後、長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の

３つの分野で新たな施策について、関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で施策を展開

してまいります。 
 
 

２．主な内容 【全体像は、別紙Ｐ．１参照】 
 
（１）長時間労働の是正に関する取組 

①週休２日制の導入を後押しする 

公共工事における週休２日工事を大幅に拡大するとともに、週休２日の実施に伴う必要経費

を的確に計上するため、労務費等の補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを

行います。 【別紙Ｐ．２参照】 

②各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する 

長時間労働とならない適正な工期設定を推進するため、各発注工事の実情を踏まえて「適正

な工期設定等のためのガイドライン」を改訂します。 

  

 

国土交通省は、建設業における週休２日の確保をはじめとした働き方改革をさらに加速させるた

め、長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の３つの分野における新たな施策をパッケージ

としてまとめた「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しました。 



 
（２）給与・社会保険に関する取組 

①技能や経験にふさわしい処遇（給与）を実現する 【別紙Ｐ．３参照】 

技能者の資格や現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する建設キャリアアップシステ
ムの今秋の稼働と、概ね５年での全ての建設技能者（約３３０万人）の加入を推進します。 
また、技能・経験にふさわしい処遇（給与）が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を

策定します。 
さらに、能力評価制度の検討結果を踏まえ、高い技能・経験を有する建設技能者に対する公

共工事での評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等の見える化を検討します。 

②社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・スタンダードにする【Ｐ．４参照】 

社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築します。 

 

（３）生産性向上に関する取組 

①生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする 【別紙Ｐ．５参照】 

中小の建設企業による積極的な ICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善します。 

②仕事を効率化する 【別紙Ｐ．５参照】 

   工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事における関係する基準類を改定するとともに、IoT

や新技術の導入等により、施工品質の向上と省力化を図ります。 

③限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する 【別紙Ｐ．４参照】 

現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞（代表 03-5253-8111） 

【全体及び別紙Ｐ．４について】 

 土地・建設産業局建設業課建設業政策企画官 菅原（内線 24753）直通：03-5253-8277 FAX：03-5253-1553 

【別紙Ｐ．３について】 

 土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室企画専門官 山影（内線 24853）直通：03-5253-8283 FAX：03-5253-1555   

【別紙Ｐ．２及び５について】 

大臣官房技術調査課事業評価・保全企画官 竹下（内線 22353）直通：03-5253-8221 FAX：03-5253-1536 


